
令和 5年 9月13日  

 市政記者クラブ 様 

  子ども青少年局子育て支援部子育て支援課  

担当：榛村、明石  

電話：972-2601、3083  

「子どものインフルエンザ予防接種費用の助成」について 

「子どものインフルエンザ予防接種費用の助成」につきまして、下記のとお

り今年度より新たに実施しますのでお知らせいたします。

記

１ 事業の趣旨 

  進学や就職などを控えた人生の岐路にある子どものインフルエンザ予防接

種の費用を助成（無償化）することを通じ、子どもの新たな門出を応援する

ものです。 

２ 事業内容 

（１）実施期間 

令和 5年10月15日（日）から令和 6年 1月31日（水）まで 

（２）対象者 

   インフルエンザ予防接種の接種日時点で本市に住民登録がある次の①～

③のいずれかに該当する方 

①事業の実施年度に12歳になる方（小学校 6年生相当の年齢） 

②事業の実施年度に15歳になる方（中学校 3年生相当の年齢） 

③事業の実施年度に18歳になる方（高等学校 3年生相当の年齢） 

（参考）令和 5年度対象者 

①平成23年 4月 2日～平成24年 4月 1日に生まれた方 

②平成20年 4月 2日～平成21年 4月 1日に生まれた方 

③平成17年 4月 2日～平成18年 4月 1日に生まれた方 



（３）接種場所 

   市内の指定医療機関（ 1,026か所）（注１）で接種を受けることができま

す。指定医療機関につきましては、市公式ウェブサイトに掲載します。 

（４）助成の対象となる接種回数 

   小学校 6年生相当の年齢の方は 2回、中学校 3年生相当及び高等学校 3

年生相当の年齢の方は 1回です。 

（５）助成内容 

   指定医療機関にクーポン券を提出することで接種費用の全額を助成（無

償化）します。 

（６）接種までの流れ 

   令和 5年 9月22日（金）以降順次、対象者あてにクーポン券を発送しま

す。対象者の方は、指定医療機関へ事前に予約します。予約当日、指定医

療機関の窓口でクーポン券の提出及び本人確認（注２）を受けた後、接種

を受けます。 

（注１）令和 5年 8月31日時点の指定医療機関数です。 

（注２）子ども医療証・健康保険証・パスポート等を用います。 

３ お問い合わせ 

  お問い合わせは「名古屋市予防接種電話相談窓口」で承ります。 

４ 広報等 

  広報なごや10月号に記事を掲載、各区の情報コーナーでチラシを配架、市

公式ウェブサイト（令和 5年 9月13日掲載）等で広報・周知を行います。 

名古屋市予防接種電話相談窓口 

電  話：052-957-2435  ＦＡＸ：052-971-5730 

受付時間：午前 8時45分から午後 5時30分まで 

（土日祝日及び12月29日から翌年 1月 3日までを除く）


